
結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム 

令和８年度東根市結婚新生活支援事業 

②30 歳以上 39 歳以下の世帯 30 万円  

 

東根市では、新婚世帯に対し、住宅の取得費用、賃借費用やリフォーム費用、引っ越

しのために支払った費用を補助し、結婚に伴う新生活のスタートアップを支援します。 

 対 象 世 帯  以下のいずれにも該当する世帯が対象となります。 

① 令和８年１月１日から令和９年 3 月 31 日までに婚姻届を提出し、 
夫婦共に東根市に住民登録がある 

② 夫婦共に婚姻日における年齢が 39 歳以下 
③ 夫婦の所得が 500 万円未満 
④ 世帯に市税の滞納がない（前住所地も含む） 
⑤ 生活保護法による住宅扶助を受けていない 
⑥ 住宅取得に係る補助金を受ける場合は、東根市定住促進事業助成金の交付を受けていない 
⑦ 過去にこの補助金の交付を受けていない（他市町村も含む） 
⑧ 次のいずれかの講座又は相談を夫婦ともに受講又は実施していること ※詳細は別紙 

ライフデザイン支援講座  プレコンセプションケアに関する講座 
医療機関への妊娠・出産に関する相談（保健師への相談を含む） 
共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含む） 

※令和７年度に上限未満の補助金を受給した世帯も対象となります。（継続補助世帯） 
 

 対 象 経 費  

結婚に伴い発生した次の費用（令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの間に支払った費用） 
① 住居費    ㋐住宅の取得費 

 ㋑住宅の賃借費（家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料） 
 ㋒住宅のリフォーム費用 

※婚姻前から同居している場合は、婚姻後に生じた費用が対象となります。 

②引越費用  引越業者や運送業者に支払った引越費用 

 補 助 額  

１世帯あたり上記①と②を合算した金額。ただし、以下のとおり上限額があります 
夫婦共に婚姻日における年齢が 

 
 ※「継続補助世帯」：①または②の額より令和７年度に受給した補助額を差し引いた額が、 
          令和８年度の補助上限額となります。 
  
 必 要 書 類                    提 出 期 限  

  裏面をご覧ください            令和９年 3 月 31 日までにご申請ください 
 

◆お申し込み・お問い合わせ   東根市総務部総合政策課地域振興・交流係 
      TEL：0237-42-1111（内線 3120・3121） ・ FAX：0237-43-2413 

      E-mail sougou@city.higashine.yamagata.jp 

 ①29 歳以下の世帯  60 万円 

mailto:sougou@city.higashine.yamagata.jp


東根市結婚新生活支援事業補助金の申請に必要な書類 

★ は、令和７年度受給した世帯が引き続き受給する場合に必要な書類（所得要件の確認以外は、令和７

年度内容より変更がある場合、他の書類も必要となる場合があります。） 

 

１ 記入が必要な書類 

□ 補助金交付申請書 ★ 

□ 請求書 ★ 

□ アンケート（受講した講座等の感想を、夫婦ともに記入する必要があります。） 

２ 添付書類 

① 婚姻、住民登録の確認書類 

□ 婚姻を証明する書類（戸籍謄本又は受理証明書（婚姻届に関するもの））   

※受理証明書は婚姻届を提出した市町村より取得できます。 
□ 世帯全員の住民票（住民票謄本） ※東根市役所１階、市民課窓口にて取得 ★ 

② 所得要件の確認書類 

□ 夫婦の所得を確認できる公的証明書（申請日時点における直近のもの） 

    「令和 ８ 年度（令和 ７ 年分）所得証明書」 

 ※令和 ８ 年 1 月 1 日現在、住所のあった市町村より取得 

□ 貸与型奨学金の年間返済額が確認できるものの写し 
   ※所得証明書の期間と同一の期間において貸与型奨学金の返済をしている場合 

③ 市税の滞納がないことの確認書類 

□ 世帯全員の納税証明書（前年度分）・・・「令和 7 年度納税証明書」 ★ 
※令和 7 年 1 月 1 日現在、住所のあった市町村より取得 

④ 補助対象となる費用の支払いの確認に必要な書類 

□ 住宅の取得に係る契約書の写し ※建築請負契約書（新築）、売買契約書（建売または中古） 

□ 住宅の賃貸借契約書の写し ※住宅を賃借した場合 

□ リフォームに係る契約書の写し ※工事請負契約書 

□ 住居費の領収書又は支払額が確認できる書類の写し ★ 

□ リフォーム費用の領収書の写し ※リフォーム工事を行った場合 

□ 引越費用の領収書の写し ※引越業者又は運送業者を利用した場合 

□ 住宅手当支給証明書 ※給与所得者である場合（住宅手当支給の有無に係わらず） 

※証明書の有効期限について 
有効期限を取得日から３ケ月以内とさせていただきますので、申請する時期を考慮して取得願います。 

 

夫婦ともに受講又は実施する講座又は相談について 

令和８年度に申請する新婚世帯（継続世帯は不要）について、別紙の講座又は相談を実績報告書の提出

前までに受講又は実施することが交付の要件となりました。 

講座の受講、相談の実施後、簡単な感想をアンケートにご記入いただく必要があります。 



別 紙 

令和８年度東根市結婚新生活支援事業 講座等一覧 

 

 
 

講座名 
医療機関への妊娠・出産に係る

相談 
共家事・共育て講座 

受講対象者 夫婦 夫婦又は夫のみ 

講座実施主体 
医療機関・自治体 

(保健師への相談も可) 自治体・企業・団体等 

既存の教材・講座・

動画など 
・医療機関への受診・相談 

・保健師への相談 

・厚生労働省「共育プロジェクト」 

YouTube 動画 https://tomoiku.mhlw.go.jp/ 

・県が制作する動画（公開され次第掲載） 

受講又は相談方法 
受診、相談 

※診療明細、聞き取りにより確

認 

セミナー参加 

動画視聴 

※共家事・共育てどちらかで可 

専業主夫の場合は妻の受講必要 
 
≪備考≫ 

・原則、ここに掲げる講座・動画等を受講・視聴等することになりますが、同様の内容で実施している他

の講座受講やボランティア活動などへ参加も要件を満たすものとします（内容が分かる書類等の提示

が必要）。 

講座名 ライフデザイン支援講座 プレコンセプションケアに関する講座 

受講対象者 夫婦 夫婦 
講座実施主体 自治体・企業・団体等 自治体・企業・団体等 

既存の教材・講座・

動画など 
県が制作する動画（公開され次

第掲載） 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

YouTube 動画 https://www.youtube.com/@国

立成育 NCCHD-Japan 

受講又は相談方法 
セミナー参加 

動画視聴 
セミナー参加 

動画視聴 

https://tomoiku.mhlw.go.jp/
https://www.youtube.com/

